
静岡市経済変動対策資金特別利子助成金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 静岡市は、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響により、業況悪化を来たしている市内中小

企業者等の資金繰りを支援するため、静岡県中小企業経営安定資金融資制度要綱（平成14年４月１日適

用）別表に規定する経済変動対策貸付の融資（以下「融資」という。）を受ける中小企業者に対し、予算

の範囲内において、融資に係る特別利子助成金（以下「特別利子助成金」という。）を交付するものとし、

その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則（平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。）及

びこの要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「中小企業者」とは、中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号）第２条第

１項第１号、第２号、第５号又は第６号に該当する者のうち、融資の申込みの日において、同条第５項

第４号若しくは第５号に該当する特定中小企業者又は同条第６項の特例中小企業者であるものをいう。 

（特別利子助成対象者） 

第３条 特別利子助成金の交付の対象となる融資を受ける者は、次の各号のいずれにも該当する中小企

業者とする。 

（１）静岡県中小企業経営安定資金融資制度要綱別表の融資対象者（新型コロナウイルス感染症対応

枠）に該当し、同要綱の経済変動対策貸付の融資を受けた中小企業者で、当該融資貸付日に市内

に主たる事業所を有すること。 

（２）特別利子助成金の申込みの日まで１年以上引き続き市内に主たる事業所を有すること。 

（３）特別利子助成金の申込みの日以前において静岡市が賦課し、かつ、納期が到来した市民税を完納し

ていること。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該融資に係る利子に対して他の団体からの補助金、利子助成金等が交付

されている場合には、交付の対象としない。 

（特別利子助成金の額） 

第４条 特別利子助成金の額は、特別利子助成金の交付を受けようとする年度（以下「交付年度」という。）

の前年度の10月１日から交付年度の９月30日までの期間に融資先である金融機関に支払う利子額（延滞

に係る利子額を除く。）に相当する額とする。 

（特別利子助成の対象期間） 

第５条 特別利子助成金を交付する対象となる期間は、利子助成対象者が融資の契約を交わした日から起

算して36箇月以内とする。 

 （交付の申請） 



第６条 特別利子助成金の交付の申請をしようとする者は、経済変動対策資金特別利子助成金交付申請

書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、交付年度の10月１日から２月末日までの間に市長

に提出しなければならない。 

（１）経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)利子支払証明書(様式第２号) 

（２）金融機関が発行する取引明細照会票又は融資の返済事実が確認できる書類 

（３）市民税の納税証明書 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

 （交付の決定及び確定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、

必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、及び交付すべき補助金の額

を確定したときは、経済変動対策資金特別利子助成金交付決定兼確定通知書（様式第３号）により、

当該申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第５条の２各号のいずれかに該当する場合は、

補助金の交付の決定をしない。 

 （請求） 

第８条 前条第１項の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならな

い。 

（利子助成金の交付決定の取消及び返還） 

第９条 市長は、利子助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子助成金の交付を取り消し、

又は既に交付した利子助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

（１）虚偽その他不正の手段により利子助成金を受けたとき。 

（２）前号に掲げるもののほか、市長が不適正と認めるとき。 

（雑則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、利子助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年３月18日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和３年２月９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年９月１日から施行する。 

附 則 



この要綱は、令和４年９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年９月１日から施行する。 

 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

経済変動対策資金特別利子助成金交付申請書 

 

 年  月  日 

（宛先）静岡市長 

 

  利子助成金の交付を受けたいので、静岡市経済変動対策資金特別利子助成金交付要綱第６条の規定に

より、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

１ 申請者欄 

形 態  □法人     □ 個人事業主 

住 所 又 は 所 在 地 
〒 

 

屋 号 又 は 会 社 名  

氏名又は代表者名  

申 請 担 当 者 部署名：         担当者名：         

担 当 者 連 絡 先 TEL： 

 

２ 借入の内容（※複数の借入がある方は、２件目以降は別紙に記入してください。） 

借入先金融機関名  

借 入 金 額                     円 

借 入 期 間     年  月  日 ～  年  月  日 

保 証 制 度         □経営安定関連保証（４号）□経営安定関連保証（５号）□危機関連保証 

支 払 期 間    年  月 ～    年  月 

支 払 利 子 額                     円 

※借入期間は、当初借入日から最終返済日まで（中途完済した場合は、中途完済日まで）を記載すること。 

※支払期間及び支払利子額は、前年度の10月１日から申請年度の９月30日までの期間における実績額を記載すること。 



（別紙） 

 

屋 号 又 は 会 社 名  

氏名又は代表者名  

 

 

借入の内容（２件目以降） 

借入先金融機関名  

借 入 金 額                     円 

借 入 期 間     年  月  日 ～  年  月  日 

保 証 制 度 □経営安定関連保証（４号）□経営安定関連保証（５号）□危機関連保証 

支 払 期 間    年  月 ～    年  月 

支 払 利 子 額                     円 

※借入期間は、当初借入日から最終返済日まで（中途完済した場合は、中途完済日まで）を記載すること。 

※支払期間及び支払利子額は、前年度の10月１日から申請年度の９月30日までの期間における実績額を記載すること。 

 

 

借入先金融機関名  

借 入 金 額                     円 

借 入 期 間     年  月  日 ～  年  月  日 

保 証 制 度 □経営安定関連保証（４号）□経営安定関連保証（５号）□危機関連保証 

支 払 期 間    年  月 ～    年  月 

支 払 利 子 額                     円 

※借入期間は、当初借入日から最終返済日まで（中途完済した場合は、中途完済日まで）を記載すること。 

※支払期間及び支払利子額は、前年度の10月１日から申請年度の９月30日までの期間における実績額を記載すること。 

 



様式第２号（第６条関係） 

 

経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)利子支払証明書 

 

作成日  年  月  日 

（宛先）静岡市長 

所在地    

金融機関名            

支店長名                  

電話番号 

作成者                   

１.チェック項目 

 次のとおり相違ないことを証明します。 

 □この融資は県制度(経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠))に間違いありません。 

 □本証明書の利子合計額は、令和５年１０月１日から令和６年９月３０日までのもので当初貸付日か

ら通算３年（当初貸付日から３年後の応答日の前日）を超えていません。 

 □・延滞利息は発生していません。 

・延滞利息が発生しているが、以下の「支払い済み利子の合計額」には含まれていません。 

 □期間中に中途返済した場合又は令和６年１０月の約定返済日前に中途返済した場合の戻し利息は、

添付した確認資料に明記してあります。 

 □本証明書発行後、令和６年１０月の約定返済日前に中途返済した場合には、戻し利息を差し引いて

作成し直します。 

 □本証明書内の全ての事項につき、漏れなく記載し、金額他、全ての記載内容に相違ありません。 

 ※全ての項目に☑を記入してください。チェック欄の全ての項目に記入がない場合は、助成金の交付

を申請することはできません。 

 

2.ご融資内容 

借入れをしている者  

当初融資金額        円 当初貸付日   年  月  日 利率         ％ 

保証制度 

（レ点チェック） 
☐経営安定関連保証（４号） ☐経営安定関連保証（５号） ☐危機関連保証 

 
支払い済み利子の合計額 

(令和 年 月から令和 年 月までの約定利息の合計額) 

※戻し利息がある場合は、合計額から引いた金額を記載 

                       
    円    

別途、以下A又はBのどちらかの確認資料を添付してください。 

A. 金融機関が発行する取引明細照会票(貸出金取引記録又は汎用照会票) 

B. 融資の返済事実が確認できる書類(通帳等の写し) 及び返済予定一覧表 



 

様式第３号（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

      様 

 

 静岡市長 氏   名 印 

 

経済変動対策資金特別利子助成金交付決定兼確定通知書 

 

  静岡市経済変動対策資金特別利子助成金交付要綱（以下「要綱」という。）第７条第１項の規定に

基づき、次のとおり補助金の交付を決定し、及び確定したので通知します。 

 

 交付決定（確定）額         円 


